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今週のキーワード 白 書 で は 60 ～ 64 歳 が 最 も 多 く 、 7 0 歳 以 上 の 割 合 は 過 去 最 高 に な っ て い る 。 中 小

企 業 庁 の 昨 年 末 の 調 査 で は 、 中 小 企 業 な ど が 休 廃 業 を 決 め た 理 由 は 、 「 経 営 者

の高 齢 化 や健 康 問 題 」が最 多 で、全 体 のほぼ半 分 を占 めた。この結 果 、2013年 に

休 廃 業 し た 企 業 は ２ 万 8943 社 に 上 り 、 ７ 年 前 の 約 1 .4 倍 に あ た る 増 え 方 だ っ た （ 東

京 商 工 リサーチ調 べ）。廃 業 に関 する最 大 の課 題 は、家 族 や親 族 以 外 相 談 できる

相 手 がいな いという点 にあり、国 は廃 業 に 関 す る基 本 的 な情 報 提 供 、 匿 名 性 に配

慮 した専 門 家 支 援 等 、具 体 的 な対 応 策 を提 示 する。 

自営業者の 
年齢構成 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

消費税のみなし仕入率で経過措置    
９月末までに簡易選択で現行区分 

 

国税庁は、同庁ホームページ上の「消費税法令の

改正等のお知らせ」の中で、2014年度税制改正で見

直された消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に

設けられた経過措置の内容を解説している。 

簡易課税制度のみなし仕入率が現在の５区分か

ら６区分になる。2014年度税制改正において、金融

業及び保険業が第４種事業（みなし仕入率60％）か

ら第５種事業（同50％）へ、不動産業が第５種事業

から新設の第６種事業（同40％）へとそれぞれ見直

された。 

2015年４月１日以後に開始する課税期間から適

用される。 

ただし、2014年９月30日までに「消費税簡易課税

制度選択届出書」を提出した事業者は、2015年４月

１日以後に開始する課税期間であっても、その届出

書に記載した適用開始課税期間の初日から２年を

経過する日までの間に開始する課税期間（簡易課税

制度の適用を受けることをやめることができない

期間）については、改正前のみなし仕入率が適用さ

れることになった。 

例えば、３月決算の不動産業者の場合、選択届出

書を本年10月６日に提出したときは2015年４月か

ら新たな第六種（みなし仕入率40％）が適用される

が、本年９月26日に提出したときは2015年４月から

２年間は従前の第五種（みなし仕入率50％）が適用

され、2017年４月から第六種が適用されることを例

示している。 

60～70歳代の５割以上、後継者なし  
親族内承継が減り、第三者承継増す 

 

2014年度版の中小企業白書は、白書で初めて試

みられたという「小規模事業者の類型化」が示さ

れるなど「意欲作」との声が上がっている。 

特に第三部では、５つの柱（小規模事業者の構

分析、起業・創業、事業承継・廃業、海外展開、

新しい潮流）に従って、現状分析と課題抽出を行

うとともに、具体的な政策提言を示した。5つの

柱は、中小企業が抱える長年の課題で、中でも「事

業承継・廃業」の項目が注目される。白書は「近

年、『親族内承継』の割合が低下し、『第三者承

継』の割合が増加している一方、経営者の意識や

準備状況は十分とは言えない」と指摘する。 

現状について、全国の中小企業へのアンケート

をもとに、後継者がいないなど、事業を引き継ぐ

準備ができていない経営者は、60歳代で約６割、

70歳代で約５割、80歳代で約４割に上ると分析。

「高齢化が進む経営者の後継者不足が深刻にな

っている実態が明らか。特に60歳代の経営者の約

6割で後継者がいないのが休廃業数の増加につな

がっている、と指摘した。親族以外に事業を引き

継ぎやすくする仕組みづくりの重要性などを強

調している。 

このため『第三者承継』を円滑に実施していく

方向で早期の意識付けの必要性と具体的な支援

体制のあり方について提言している。第4部では、

中小企業・小規模事業者385万者に施策を届け、

効果的支援のあり方の分析をしている。 

税務会計 経   営 

発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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